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（カットは「アマチュア局の非常通信マニュアル」（日本アマチュア無線連盟）表紙より）



アマチュア無線について
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アマチュア無線とは

• 電波法：アマチュア無線局
• 個人的な興味によつて無線通信を行うために開設する無線局をいう。

（第5条2項2号）

• 電波法施行規則：アマチュア業務
• 金銭上の利益のためでなく、もつぱら個人的な無線技術の興味によつて

行う自己訓練、通信及び技術的研究の業務をいう。（第3条1項15号）

• 日本アマチュア無線連盟HP：アマチュア無線通信
• 趣味で行われる無線通信
• 災害、非常時に電話や携帯電話、メール等の公共的な通信ネットワーク

がダウンした際には有効な通信手段
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無線とは
周波数帯 略称 周波数と波⾧ 用途例

３Hz以下（100,000km以上）

極極極超⾧波 ELF 3～30Hz（100,000km -
10,000km）

潜水艦の通信
極極超⾧波 SLF 30 - 300Hz（10,000km -

1000km）

極超⾧波 ULF 300 - 3000Hz（1000km -
100km） 鉱山における通信

超⾧波 VLF 3 - 30kHz（100km - 10km） 無線心拍計、地球物理学

⾧波 LF 30 - 300kHz（10km - 1km） 電波航法、電波時計、⾧波放送（一部の国でのAM放送）、アマチュア無線

中波 MF 300 - 3000kHz（1km - 100m） 中波放送（多くの国でのAM放送）、雪崩ビーコン、アマチュア無線

短波 HF 3 - 30MHz（100m - 10m） 短波放送、アマチュア無線、業務無線、核磁気共鳴分光法

超短波 VHF 30 - 300MHz（10m - 1m） 超短波放送（FM放送）、VHFテレビ放送、業務通信、核磁気共鳴分光法、アマチュア無縁

極超短波 UHF 300 - 3000MHz（1m - 100mm） UHFテレビ放送（地デジ含）、電子レンジ、携帯電話、無線LAN、Bluetooth、GPS、業務通信、核磁
気共鳴分光法、アマチュア無線

センチメートル
波 SHF 3 - 30GHz（100mm - 10mm） ETC、無線LAN、衛星放送、最新レーダー、電子スピン共鳴、アマチュア無線

ミリ波 EHF 30 - 300GHz（10mm - 1mm） 電波天文学、高速中継放送、最新レーダー（ミリ波レーダー）、電子スピン共鳴

サブミリ波 300GHz以上（1mm以下）

（https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%9B%BB%E6%B3%A2）

（電波法第2条1項：「電波」とは、三百万メガヘルツ以下の周波数の電磁波をいう） 4



アマチュア無線局数の推移等
（出典：総務省資料 https://www.soumu.go.jp/main_content/000712092.pdf）
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通信において「アマチュア」とは
「素人」の意味ではない

• （アマチュア無線が優遇されているのは）商業通信が開始され
たとき、全く利用価値がないとされていた短波帯が、低電力で
全世界と交信できることを実証し、電離層の存在の発見の端緒
となった業績をはじめ、その後も多くの無線通信発展にアマ
チュア無線家が寄与した功績が認められた結果である。

• アマチュア無線はその割り当てられた周波数を利用する、各国
でそれぞれ区分される各種無線業務における「アマチュア業
務」のことであり、学究無線業務のひとつである。なお、通信
において「アマチュア」とは「私的学究」を意味し「素人（つ
まり初心者）」の意味ではない。

（電子情報通信学会 https://www.ieice.org/~cs-edit/magazine/ieice/spsec/Bplus23_sp.pdf）

（Wikipedia https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A2%E3%83%9E%E3%83%81%E3%83%A5%E3%82%A2%E7%84%A1%E7%B7%9A）
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アマチュア無線の位置付け

• 日本の場合、電波利用は日本国憲法を最上位主根拠として三大
別（これを「三大電波利用」と呼ぶ。）されている

• 日本国憲法第23条、学問の自由の下にある「アマチュア業務」
• 日本国憲法第21条、表現の自由の下にある「放送業務」
• 通信の自由の下にある、アマチュア、放送業務以外の「業務用無線」

である。

（「放送ハンドブック：文化をになう民放の業務知識」 日本民間放送連盟編（原著1991年5月23日））
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災害時における
アマチュア無線の有用性について
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東日本大震災における事例（1/2）

• 岩手県山田町田の浜地区では、2011年3月
11日夜、半島部の高台に避難した住民109
名に山林火災が迫っていたが、それを知っ
たアマチュア無線家の144MHz帯による町
役場災害対策本部への通報によって、要請
された自衛隊のヘリコプターで全員が無事
救出されるという人命救助があった 。この
山林火災が鎮火したのは、発生から10日ほ
ど経ってからだという。（河北新報
2011/4/20）

9



東日本大震災における事例（2/2）
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非常災害発生時に活躍している
アマチュア無線の事例
（出典：総務省資料 https://www.soumu.go.jp/main_content/000712092.pdf）

11



非常通信としての
アマチュア無線の有用性

• 携帯電話やデジタル防災無線はサーバーや中継局が介在するため
それら設備の電源容量や処理能力により制約が生じる。
一方アマチュア無線は発電機やバッテリによって電源を確保すれ
ば通信路は確保でき、また各拠点と区役所とのやり取りを他の拠
点が同時に受信することもできるので他拠点の状況把握もしやす
い

• 防災拠点では、発災時にはあらゆる通信手段を確保することが最
重要事項の一つ

• 携帯電話やデジタル防災無線などの通信手段が確保されるまでの
代替通信手段としての活用もできる

• 携帯電話やデジタル防災無線との併用またはバックアップとして
アマチュア無線を活用できる

1971年 ロサンゼルス地震
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横浜市アマチュア無線非常通信協力会に
ついて
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横浜市アマチュア無線非常通信協力会

• 横浜市アマチュア無線非常通信協力会は、行政と連携して充実
した活動を行っている事例であり、全国的にも指導的な立場に
ある。

• 横浜市アマチュア無線非常通信協力会の歴史は古く、1971年4
月に当時の飛鳥田横浜市⾧からJARL横浜クラブの会⾧宛になさ
れた「災害時における協力依頼」が端緒とのことである。

• これは、前年にロサンゼルスで発生した大地震を調査した横浜
市職員からの、現地でのアマチュア無線家による非常通信が非
常に有効であったとの報告によるものだそうだ。

（電子情報通信学会 https://www.ieice.org/~cs-edit/magazine/ieice/spsec/Bplus23_sp.pdf）
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横浜市アマチュア無線非常通信協力会旭区支部
• 旭区に在住しアマチュア無線の資格を持つメンバーで構成されるボランティアグループ
• 旭区との間で締結されている「旭区災害非常無線通信網の運営に関する協定」に基づいて活動
• 会員数:126名 （2021年4月時点）

• 支部⾧:伊藤弘之（コールサイン JI1BPH）
横浜市アマチュア無線非常通信協力会 本部
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横浜市のアマチュア無線非常通信協力会組織（2021年4月現在）
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「旭区防災計画 震災対策編 2018」

• 複数の手段を活用した情報伝達体制の整備（第2部第1章第1節６）
• 災害発生時には、上記のほか、一般固定電話に優先して通信できる災害時有線電

話、衛星携帯電話、アマチュア無線、デジタル簡易無線、特定小電力トランシー
バなど、あらゆる情報伝達手段を活用します。

• また、地域防災拠点における避難者の安否確認等に活用する手段として、特設公
衆電話線を整備しています。

• アマチュア無線非常通信協力会との連携（第2部第4章第6節）
• 発災時には、区内の被害情報等の収集や、地域防災拠点との情報伝達の支援のた

め、区本部から「アマチュア無線非常通信協力会旭区支部」に協力要請を行いま
す。

• このため、日ごろから地域防災拠点訓練等においてアマチュア無線を活用した通
信訓練等を通して、同支部と地域防災拠点及び区本部との連携・協力の体制づく
りを推進します。

（横浜市旭区平成31年3月改訂）
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旭区災害対策本部非常通信ネットワーク
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• 旭区役所は
• 非常通信協力会に対し以下の活動を

要請
• 非常通信訓練の実施
• 無線機器の機材点検

• 各拠点運営委員⾧に対し
無線訓練を含む防災訓練を
実施するよう要請

旭区役所、非常通信協力会、拠点との関係

区役所

非常通信協力会
JR1YWK 拠点運営委員⾧

非常通信訓練と
機材点検を要請

協定に基づき、
YWKに対して訓練
と機材点検を要請

協調して訓練
を実施

「旭区防災計画 震災対策編 2018」に基づく

（横浜市アマチュア無線非常通信協力会としての見解）
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問題点と旭区へのお願い
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現在の問題点

区役所

非常通信協力会
JR1YWK 拠点運営委員⾧

非常通信訓練と機
材点検をしますか?

非常通信訓練と機材点検
を実施するかどうか、毎年
訓練の予定を連絡する用

紙で伝える

問題点
• 非常通信訓練と機材点検実施の有無は、拠点委員⾧の個人的意見で決められる
• 委員⾧が交代すると、その人の好き嫌いで通信訓練の実施有無が左右される
• 防災訓練の実施日近くにならないと、無線訓練の有無が決まらないケースが多い

協定に基づき、
YWKに対して訓練
と機材点検を要請

問題点
区役所は、YWKに訓練と機材点検の要請をして
いるにもかかわらず、拠点にそれを要請していない

実際に起きている事:
ある拠点の委員⾧は、個人的見解で
アマチュア無線は非常通信に対して不要
と考えている。公の場で「無線設備を撤
去しろ」という発言までした。
そのため、拠点役員は毎年区役所に
提出する防災訓練計画書で無線訓練
を必要とすることを躊躇している。更には、
４年前の無線局免許の更新費用の支
払いを拒否した。そのため、そこの拠点役
員の方が個人的に費用負担をしたという
現実がある。
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• 旭区役所は、非常通信協力会に対し以下の活動を要請（現状通り）
• 非常通信訓練の実施
• 無線機器の機材点検

• 旭区役所は、各拠点委員⾧に対し
防災訓練時に無線訓練を要請（改善）

• 防災訓練時には必ず無線訓練を
実施してください

• 実施できない場合はその理由を事前に
区役所に連絡ください

• 事前にできない理由の説明がない場合は、
実施するものと解釈します

• 拠点委員⾧の個人的な無線不要論は、
理由として認めません

• 但し、COVID-19の影響による
訓練実施有無については
訓練実施日近くでの判断で構いません。

旭区役所、非常通信協力会、拠点との関係

区役所

非常通信協力会
JR1YWK 拠点運営委員⾧

非常通信訓練と
機材点検を要請

協定に基づき、
YWKに対して訓練
と機材点検を要請

協調して訓練
を実施

（横浜市アマチュア無線非常通信協力会旭区支部からのお願い）
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無線局免許の更新手数料と電波利用料について

• 各拠点には、アマチュア無線局を設置しております。これは電波法及び関連法規
に基づき、関東総合通信局から無線局免許状を得ているものです。これを維持す
るためには以下費用が発生します。支払い方法などについては、費用発生時に区
役所より拠点委員⾧にご連絡ください。

• 無線局免許状の更新
• 無線局の免許状は、その有効期限が５年間ですので、5年毎に更新手数料が発生します。
• 費用は、2021年時点で1無線局当たり約2,000円です。
• 参考：

無線局免許状取得に当たっては非常通信協力会の支援を得ております。そのため免許人の名
前は非常通信協力会の代表者の名前となっております。

• 電波利用料
• 電波の適正な利用を確保するため、電波法に基づき、国家が無線局の免許人から毎年１回徴

収する料金
• 費用は、2021年時点で1無線局（１拠点）当たり年間300円。 37拠点x300=11,100円
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（横浜市アマチュア無線非常通信協力会旭区支部からのお願い）


